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【研究の目的】 
 中国と日本の公法の比較研究を行う。 
 
【研究活動及び成果】 

2021年度は2回の研究会をオンラインで開催した。 
第1回 2021年7月10日（土）13時30分から17時5分まで 8名参加（司会 森光所員） 
第1報告 「中国の人民陪審員制度の現状」 孔暁キン（早稲田大学） 
（なお、ここでいう「陪審員」とは「参審員」のことであり、中国語の原語をそのまま用いている） 
一、 人民陪審員制度の近年の発展 

2005-05-01 『人民陪審員制度を改善するための全国人大常務委員会の決定』（『
決定』） （失効） 

2015-5-20 『人民陪審員制度の改革試行の実施辦法』（『実施辦法』） 
2018-04-27 『中華人民共和国人民陪審員法』（『陪審員法』） 

二． 『決定』（2005年）による人民陪審員制度の問題点 
1. 人民陪審員の不十分な「代表性」＝a.学歴、b.構成、c.任期 
2.「専職陪審員[陪審専業戸]」 
3.人民陪審員の機能を正しく発揮できない a.人民陪審員の「陪而不審、審而不議」（立ち会っても審
理しない、審理に参加しても、評議しない）、b.人民陪審員が法院の人手不足の埋め合わせになってし
まっているという事情 

三、人民陪審員制度の改革 
人民陪審員制度の様々な問題に対処するため、2015年5月に、改革の試行のための『実施辦法』が公布

された。改革の試行が行われて3年後、2018年4月に、初めての人民陪審員制度の専門的な法律である『陪
審員法』が可決された。人民陪審員制度の対象事件の範囲、合議廷の構成、人民陪審員の権限、人民陪
審員の資格と人民陪審員の参加事件数の上限設定などについて、『決定』（2005年）、『実施辦法』（2015
年）及び『陪審員法』（2018年）の諸規定を手がかりにして、各段階の規定を比べ、人民陪審員制度の
改革の経緯と内容を詳細に分析してみた。 
（質疑応答）「参審制」を多数者の意思の反映としてどうみるかという点や、この改革の要因はなにか、
さらには地方の動向にかかわって河南省の人民陪審団制度の位置づけなど、多くの質問が出され、きわ
めて盛会であった。 
第2報告 「中国「党憲」体制とその構造その２について」   通山 昭治（所員） 

はじめに、１）憲法と法律の整合性について、２）法院における腐敗の深化について、３）法院院長
が公安庁党組書記に、の3点にふれた。 

ついで、序－党規と国法の関係について以下の表にもとづいて説明した。 
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相違点 党の規定・規律 国法 
Ⅰ基本的なより所 
Ⅱ制定（解釈）の
主体 
 
 
Ⅲ体系 
 
Ⅳ対象・範囲・基
準 
 
Ⅴ手続 
 
Ⅵ書式 
 
Ⅶ公布の方式 
 
Ⅷ懲戒の方式 
Ⅸ時効の有無 
Ⅹ救済手段 

党規約等 
党の中央機関およびその主要
な部門・党の地方委員会 
 
党規約中心の党規の体系 
 
党員・党の道徳や規律の最厳
格性 
 
党規約・党内法規制定条例等
による 
 
条文の形式をとらないもの（
一般的な文書）もある 
党員、多くは党内で公布する 
 
党内の処分 
なし 
不服申し立て 

憲法等 
最高国家権力機関・最高国家
行政機関、地方の国家権力機
関・行政機関 
 
憲法中心の国家の法律・法規
・規則体系 
党員を含む公民・国法の普遍
性と最低準則性 
憲法・立法法等による 
 
条文の形式をとる 
 
公民にたいして公布する 
 
国家の強制力による処分 
あり 
提訴・不服申し立て 

出典：中国語の文献にもとづいて報告者が作成。 
さらに、一 党内規律監督について、二 党の規律と国法の接続についてそれぞれ検討したうえで、

小結－党内規律監督と行政規律監察についてふれることでまとめに代えた。少し質疑応答が行われた。 
第2回 2021年12月18日（土） 13時30分から17時35分まで 9名が参加（司会 森光所員） 
第1報告 「中国湖南省の行政（法）改革2007-2011」石塚迅（嘱託研究所員、山梨大学） 
本報告では、①現在の中国の「法治」は進展していると肯定的な評価を付与してもよいのか、②江沢民・
胡錦濤時代（さしあたり、1993年～2013年）の「法治」をどう捉えるか、という問いを立てた。かかる
問いに接近するために、2007年から2011年にかけて行われた中国湖南省の行政（法）改革を検討の素材
として取りあげた。 
 報告内容の構成は次のとおりである。 
はじめに 
一、概念と制度の確認 
二、「法治湖南」の背景と経緯 
三、行政（法）改革―「法治湖南」の第一段階― 
四、「法治湖南建設綱要」の起草・公表―「法治湖南」の第二段階― 
おわりに 

まず、検討に入る前に、行政改革、地方政府、地方（的）法規と地方政府規章、区域治理等の諸概念・
諸制度を整理・定義した。 

次に、湖南省の行政（法）改革の背景と経緯について概観した。中国では、『行政訴訟法』が1989年
に制定されたのを皮切りに行政法の整備が漸次進められてきたが、統一的な行政手続法は今なお空白で
ある。全国および中央に先駆けて、行政手続法規を制定したのは湖南省である。当時湖南省省長を務め
ていた周強のリーダーシップの下、法実務者、法学者が協力し2008年に『湖南省行政手続規定』が、続
いて、2009年に『湖南省規範的文書管理辦法』と『湖南省行政裁量権規範化辦法』がそれぞれ制定され
た。これら行政法規の制定作業は、後に「法治湖南」と称された。 
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さらに、湖南省の行政法規の内容と特徴について検討を加えた。『湖南省行政手続規定』の内容と特
徴として、1)行政政策決定の改善、2)行政執法の規範化、3)規範的文書の管理の徹底の三点を挙げること
ができる。「中国共産党の指導」を前提とする点で中国的な「法治」であることに変わりはなかったが、
地方レベルでは、西欧的「法治」への接近の動きも確かに存在したのである。 

湖南省の行政法規の実効性、「法治湖南」定着へ向けた各種施策については、今後の検討課題である。 
質疑応答では、中国法における「行政行為」概念、中国的「法治」と形式的法治主義、「法治」の外

観と実態のズレ、湖南省の地域性等について、討議が展開された。 
第2報告 「中国監察法・監察官法・監察法実施条例等について－1982年中国憲法40年にむけて－」 通

山昭治（所員） 
第一部（序論）では、1)韓大元主編『新中国憲法発展70年』（2020年10月、広東人民出版社）によせ

て、2)韓大元『亜洲立憲主義研究（第二版）』（2008年4月、中国人民公安大学出版社）について、3)
「中央の人大業務会議において習近平が重要講話を発表した」（2021年10月14日、新華網）点について、
4)「党の百年奮闘の重大成果および歴史的経験にかんする中共中央の決議」について、5)「監察法実施条
例を厳格に執行し、法執行監督業務の精確性と実効性を向上させる」（中央紀委国家監委網站、2021年
10月8 日）点について、６）監察法規という「新生の事物」は事後的に憲法改正が必要な「違憲状態」
というグレーゾーンか、についてそれぞれ初歩的な検討を行った。 

第二部（本論）では、Ⅰ2018年憲法修正案、Ⅱ2018年監察法、Ⅲ監察官法、Ⅳ監察法規制定授権決定、
Ⅴ監察法実施条例、Ⅵ公職要員政務処分法、Ⅶ党内法規体系についてその全体像を紹介した。 

なお残念ながら、質疑応答の時間は残っていなかった。 
以上が2021年度の2回の研究会にかんする総括報告である。 
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